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＜定例理事会報告＞  

2023 年 3 月 19 日（日）9：00～12：00  市民文化センター 

   出欠：出席 理事長、副理事長 2名、理事 13 名、監事 2 名、欠席 2 名 

 

（１）管理事務月次報告（対象期間 2023 年 2/1～2/28） 

・窓口来客者数            177 件 

・入居・転居数           0 件（総戸数 238 戸） 

・来客用駐車場利用状況    62 件 (設置台数 10 台） 

・給水点検 2/9・2/20    良好 

・採水点検 2/20        適合 

・リフォーム申請      0 件 

・秩序維持に反する違法行為・クレーム等発生件数 0 件 

・団地内巡回  20 回（異常なし） 

 

会計報告 

・組合費     （収入）NTT 電力使用料他 円 

未収入金   円（4件） 

（支出）共同電気料金 円、共同電球費 円 

        共同水道費 円、会議費 円他 

・修繕費積立金  （収入）未収入金   円 (4 件) 

（支出）長期修繕計画策定費 円  

・棟別修繕費積立金（収入）未収入金 円 (4 件) 

                  （支出）なし 

          

未収入金管理状況         

 1 ヶ月滞納者 2 名 

2 ヶ月滞納者 1 名 

27 ヶ月滞納者 1 名 

 

（２）各担当業務報告（報告対象期間  2023 年 3/1～3/31） 

 

総務 

・広報第 10 号の発行を行いました。 

・3/26 に新役員候補者向け説明会が行われました。 

・事務所保管書類に保管期限の明示を行いました。 

営繕環境  

・3/26 に（3年に 1回の）駐車場移動を行いました。 

 皆様、移動の協力ありがとうございました。 



4 
 

（３）理事会報告及び審議(3/19) 

 

報告事項 

・次年度新役員候補者説明会スケジュールと 2024 年度順位表について 

・管理事務所前の掲示板補修について 

・3号棟南側植栽の捕植について 

・バイク置場新規設置について組合員からの意見、その対応について 

・植栽アンケート結果について 

・総会に向けた今後のスケジュールについて 

 

審議事項 

・特別負担金未払者への裁判申し立て手続きについて 

→賛成多数で手続き、申立代理人（司法書士）、費用を承認しました。 

・2023 年度定額業務委託費（うち清掃業務委託費）の改定について 

→賛成多数で提案通り 2年度にわたり段階的な値上げを承認しました。 

 

   規約整備委員会 委員長より 

   ・特別負担金の請求等に関する細則について、詳細な説明をしてもらいました。 

 

＜委員会活動報告＞ 

長期修繕計画専門委員会（3/5） 

・長期修繕計画の工事項目とシミュレーション（暫定）3回目の確認 

・長期修繕計画説明会についての確認 

※長期修繕計画の組合員への説明会を文化センターにて 4月 23 日(日)に開催予定です。 

    詳細は決まり次第ご連絡致します。 

 

規約整備委員会（3/5） 

・総会議案の原稿案（答申書をもとに作成したもの）、並びに委員会活動報告の 

原稿案の確認と修正。 

 

IT 委員会（3/19） 

・サーバー運用状況（2月）  HP アクセス数 1,783 件 

・階段掲示物・広報 ホームページ掲載 2 件 

・IT 委員会議事録ホームページ掲載に向けての最終確認 

・IT オペレーティング・チームの運用規則の細則化（改正案）の確認 

・総会議案書掲載事項確認（委員会活動報告・次年度活動計画） 
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＜その他＞ 

●2023 年度自転車・バイク駐輪場ステッカー更新について 

 駐輪場を使用される方は 4/3～5/1 の期間でステッカー購入をお願いします。 

A 自転車 円、B 50cc 以下のバイク 円、C 51cc～250cc 円 

D 251cc 以上 円 

※C、D の 51cc 以上のバイクのステッカーは 5 月 1 日から販売いたします。また、 

置き場は屋根なし駐輪場となります。詳細については該当する方にご連絡致します。 

バイク用ステッカー申込みの際は『登録ナンバー』の申告をお願いします。 

駐輪場申込書は管理事務所窓口でお渡しします。 

  

●各委員会委員および IT オペレーティング・チーム委員の募集について 

 【長期修繕計画専門委員、規約整備委員、IT 委員、IT オペレーティング・チーム委員】 

  2023 年度の上記委員を以下のとおり募ります。 

 

  任   期：理事会が任命した日から 2024 年 5 月末日まで、チーム委員は、第 1回活動 

日から 2024 年 5 月末日まで 

  募集期間：2023 年 4/4（火）～4/28（金） 

  開催日時（今年度）： 

長期修繕計画専門委員会  第 1 日曜日 13：30～ 

          規約整備委員会      第 1 日曜日 17：00～ 

       IT 委員会          第 3 日曜日 17：00～ 

  管理事務所に申し出て下さい。（届出用紙があります。） 

 

●2024 年度の役員順位について 

  2023 年度役員候補者が決定しました。つきましては 2024 年度以降の各棟の役員 

  順は以下のとおりとなります。 

※下記表の就任年度は予定です。役員就任拒否（特別負担金支払い）を選択された 

住戸がある場合は就任時期が早まります。 

 

 

 

 

 

 

●ワーキンググループについて 

  2022 年 9 月 26 日公募によってメンバーが決まり、以降 1～2回/月の頻度で集まりを

もってきました。検討してきた項目は、役員順位、就任頻度、任期、監事、特別負担金

など。参加メンバーは以下のとおりです。 

・ さん（ ） ・ さん ( )   ・ さん ( ) 

・ さん（ ） ・ さん ( 、理事、事務局) 
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●通常総会日程について 

第 33 回通常総会を 5/28（日）午後に市民文化センターで開催します。詳細は決まり

ましたら、階段掲示等でお知らせします。是非ご出席ください。 

 

(こぼれ話) 

    桜はバラ科サクラ亜科サクラ属の落葉広葉樹です。さくらんぼの実がなるセイヨウ 

  ミザクラや鑑賞用で日本でも有名なソメイヨシノなど 300 種類以上の品種があると 

言われております。ドイツ、フランス、西アフリカ、日本、中国、アメリカ、カナダ 

など世界中で植樹されています。 

桜の幹は家具や建材、皮は茶筒の装飾用や咳止めの漢方薬として、葉や花は和菓子 

や食用として用いられております。桜はとても変異しやすく、受粉などで木の特性が 

変化してしまうため、交雑種が非常に多い樹木です。 

日本では「古事記」や「万葉集」にも桜についての記載があり、春を象徴する植物と 

して親しまれてきました。平安時代に嵯峨天皇が桜を観賞しながら宴会を行う「花見」 

を行い、安土桃山時代には豊臣秀吉が武士 5 千人以上を集め「吉野の花見」を行った 

エピソードもあります。 

日本の桜の 8 割を占める品種の「ソメイヨシノ」は、「オオシマザクラ」の雑種交配 

で生まれた園芸品種で、江戸時代末期に東京の染井村（現在の豊島区駒込付近）で、植 

木職人が売り出したものが、全国に広まったとされています。吉野山のヤマザクラと混 

同される事が多いですが、全くの別品種です。 

近隣では上沼公園や下沼公園などでライトアップされており昼夜鑑賞できます。 

当団地内にも大きな桜の木があるので、ぜひ散策してみて下さい。 

(表紙写真は、百穴土手のもの) 

 

 

＜ご存じでしたか？＞  

  令和 4 年 4 月 1 日から民法が改正され、成年年齢が 20 歳から 18 歳に変更になりま 

した。これにより 18 歳から選挙権が与えられ、親の同意なしに様々な契約が結べる 

ようになりました。ただし、お酒やたばこ、競馬などの公営ギャンブルは今まで同様 

20 歳以上です。また、女性が結婚できる最低年齢が 16 歳から 18 歳に引き上げられ 

ました。 

   令和 5 年 4 月 1 日から改正道路交通法の施行により、令和 5 年 4 月 1 日より自転車 

乗車時のヘルメット着用が努力義務化されます。同乗する児童や幼児にも着用の努力 

義務が課せられます。罰則はありませんが、事故の 7 割が頭部致命傷で、ヘルメットを 

着用することで死亡率が 2.3 倍低下するとのデータがあり、着用をお勧めします。 

            

                     警察庁・総務省ホームページより抜粋 

 




